
    令 和 ２ 年  ４ 月  １ 日 

総合政策局 社会資本整備政策課 

 

PPP/PFIの推進に取り組む民間事業者と PPP協定を締結します！ 

～官民連携による PPP/PFIの推進～ 
 
 

 

 

 

 

■ ＰＰＰ協定について 

平成 28年度より民間事業者と「PPP協定」を締結し、毎年度協定パートナーとなる

民間事業者を選定しています。令和 2年度の協定パートナーには、地方公共団体職

員・地場企業向けのセミナーの開催、PPP／PFI関連情報の提供、個別相談の実施、デ

ータベースの提供をしていただきます。 
 

■ 協定パートナー（詳細は別紙参照） 

セミナーパートナー  ：１０者 

金融機関パートナー  ：１５者 

個別相談パートナー  ：４４者 

データベースパートナー： １者 

 

■ 国土交通省の支援 

国土交通省は、協定パートナーの活動の広報や協定パートナーへの情報提供、協

定パートナー主催セミナーへの職員派遣等を実施します。 
 

■ 協定期間 

２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日 
 

■ その他 

  各協定パートナーの取組は以下ＨＰに順次掲載していきます。 

  URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html 

  

 

 

令和 2年度に国土交通省と PPP協定を締結する民間事業者（「協定パートナー」）を

選定しましたので、発表します。国土交通省は民間の PPP/PFI推進に係る取組を後押

しすることにより、地方公共団体における PPP/PFIの一層の推進を図っていきます。 

【 問い合わせ先 】 
国土交通省 総合政策局 社会資本整備政策課 山下、井上 
TEL：03-5253-8111（内線 26-522、26-532）、03-5253-8981（直通） 
FAX：03-5253-1548 
E-mail：hqt-kanmin_renkeiΣgxb.mlit.go.jp 
（メール送付の際は「Σ」を「@」に変えてください。） 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html

